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り
、
荷
物
を
積
ん
だ
時
に
合
羽
の
上
に
置
く
伝
馬
船
の
船
底
を
支
え
る
の
に
不
都
合
が

生
じ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
そ
こ
で
雨
押
の
反
り
を
緩
和
す
る
た
め
、
雨

押
の
上
面
に
材
を
継
ぎ
足
す
船
が
現
れ
る
。
こ
う
し
た
雨
押
を
仮
に
北
前
形
式
の
雨
押

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
カ
ラ
カ
イ
立
か
ら
次
第
に
厚
み
を
増
し
、
二
重
垣
立
の
前
端

か
ら
急
に
厚
さ
が
一
様
に
な
る
の
が
北
前
形
式
の
雨
押
で
、
カ
ラ
カ
イ
立
か
ら
伝
馬
込

舳
一
番
立
ま
で
厚
さ
が
一
様
な
他
の
弁
才
船
の
雨
押
と
は
一
目
で
区
別
が
つ
く
。
北
前

形
式
の
雨
押
の
嚆
矢
は
天
保
一
四
年
の
万
福
丸
板
図
（
山
形
大
学
附
属
博
物
館
蔵
）
で

あ
る
が
、西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
か
ら
出
現
の
時
期
は
も
う
少
し
あ
が
ろ
う
（
図

140
）。
奉
納
年
代
は
不
明
な
が
ら
、
舳
の
垣
立
が
上
筋
二
枚
で
、
足
洗
が
な
い
と
こ
ろ

か
ら
、
天
保
期
（
一
八
三
○
～
一
八
四
三
）
初
年
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
北
前
形
式
の
雨
押
は
北
前
船
以
外
の
弁
才
船
で
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
慶

応
二
年
の
金
比
羅
丸
板
図
（『
瀬
戸
内
海
の
漁
船
・
廻
船
と
船
大
工
調
査
報
告
（
第
一

年
次
）』
所
載
）
や
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
合
羽
よ
り
後
方
の
舳
の
垣
立
と
伝
馬
込
の
雨
押
の
上
に
波
除
け
と
し
て
取
り
付
け
る

垣
立
が
、
二
重
垣
立
で
あ
る
。
空
船
の
虎
幅
丸
と
荷
物
を
満
載
し
た
福
神
丸
を
描
い
て

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
に
木
屋
藤
太
郎
が
粟
崎
八
幡
宮
（
金
沢
市
粟
崎
町
）
に
奉

納
し
た
絵
馬
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
重
垣
立
を
取
り
付
け
る
の
は
荷
物
を
積
ん
だ
時

で
、空
船
の
時
に
は
取
り
外
す
（
図
141
）。
二
重
垣
立
の
初
出
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

の
『
廻
船
之
図
』
で
あ
る
が
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
岡
山
藩
船
大
工
棟
梁
次
田

清
左
衛
門
の
編
ん
だ
弁
才
船
の
木
割
書
『
造
船
秘
書
』
を
ひ
も
と
く
と
、
舳
の
垣
立
の

高
さ
は
一
八
世
紀
以
降
と
大
差
な
い
か
ら
、
出
現
の
時
期
を
一
七
世
紀
後
期
に
さ
か
の

ぼ
ら
せ
て
も
大
過
な
か
ろ
う
。

　
二
重
垣
立
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
変
化
す
る
。
空
船
の
白
山
丸
と
荷
物
を
満
載
し
た

永
福
丸
を
描
い
て
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
玉
屋
長
蔵
が
粟
崎
八
幡
宮
に
奉
納
し
た

絵
馬
と
前
述
の
文
化
一
四
年
の
絵
馬
を
比
べ
る
と
、
同
じ
空
船
で
も
、
虎
福
丸
と
違
っ

五　宝暦期以後の弁才船

図 139　観音丸の長い蛇腹垣（胎内荒川神社蔵）
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て
、
白
山
丸
が
伝
馬
船
搭
載
に
支
障
の
な
い
舳
の
垣
立
上
の
二
重
垣
立
を
造
り
付
け

に
し
て
い
る
こ
と
に
誰
し
も
気
づ
こ
う
（
図
142
）。
造
り
付
け
の
二
重
垣
立
の
初
出
は
、

板
図
で
は
天
保
六
年
の
北
前
船
板
図
（
小
木
民
俗
博
物
館
蔵
）、
雛
形
で
は
天
保
期
初

年
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
で
あ
る
。
同
じ
造
り
付
け
で

も
、
北
前
船
板
図
と
大
弊
丸
雛
形
が
異
な
る
の
は
、
前
者
が
伝て

ん
ま
こ
み
お
も
て
の
い
ち
ば
ん
た
つ

馬
込
舳
一
番
立
を
二
重

垣
立
の
雨
押
ま
で
高
く
し
て
、
二
重
垣
立
の
艫
の
立
を
兼
用
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者

の
二
重
垣
立
は
伝
馬
込
舳
一
番
立
の
前
で
終
わ
り
、
二
重
垣
立
の
立
と
伝
馬
込
舳
一
番

立
に
は
構
造
上
の
関
係
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
大
弊
丸
雛
形
の
二
重
垣
立
の
立
の
う
ち

二
本
が
長
い
の
は
、
蛇
腹
垣
を
取
り
付
け
る
た
め
の
三
重
の
立
を
兼
ね
て
い
る
か
ら
で
、

空
船
時
に
は
長
い
二
番
目
の
兼
用
立
か
ら
後
ろ
を
取
り
外
す
。
な
お
、
す
べ
て
の
船
が

二
重
垣
立
を
造
り
付
け
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
時
代
の
写
真
に
は
二
重
垣
立
を

取
り
外
し
た
船
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。

　
北
前
船
で
は
天
保
六
年
に
始
ま
る
兼
用
の
伝
馬
込
舳
一
番
立
が
主
流
と
な
り
、
二
重

垣
立
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
。
二
重
垣
立
と
舳
の
垣
立
の
一
体
化
が
そ
れ
で
あ
る
。

明
治
三
五
年
刊
行
の
『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
所
載
の
台
の
図
を
み
る
と
、
伝
馬
込

舳
一
番
立
の
み
な
ら
ず
、
舳
の
垣
立
の
す
べ
て
の
立
が
二
重
垣
立
の
立
を
兼
ね
て
い
る

（
図
143
）。
し
て
み
れ
ば
、
遅
く
も
明
治
二
○
年
代
に
は
二
重
垣
立
と
舳
の
垣
立
の
区
別

が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
明
治
一
九
年
の
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
・
河

野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
・
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
・
宮
津
上
司
住
吉
神
社
雛
形
を
比
べ

る
と
同
じ
兼
用
立
で
も
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
と
河
野
右
近
家
八

幡
丸
雛
形
で
は
『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
の
挿
図
と
同
じ
く
兼
用
立
が
舳
の
垣
立
の

雨
押
を
貫
通
す
る
の
に
対
し
、
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
と
宮
津
上
司
住
吉
神
社
雛
形
で

は
雨
押
の
あ
る
べ
き
位
置
に
上
筋
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
（
図
144
・
145
）。
兼
用
立

の
貫
通
に
よ
っ
て
立
の
上
部
を
固
め
る
と
い
う
雨
押
の
本
来
の
機
能
が
失
わ
れ
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
雨
押
が
上
筋
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
佐
賀
大

堂
神
社
雛
形
以
下
四
艘
は
二
重
垣
立
の
筋
が
異
な
り
、
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
と
宮
津
上

司
住
吉
神
社
雛
形
は
従
来
通
り
の
貫
筋
二
枚
、
河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
と
東
京
大
学

明
治
丸
雛
形
は
上
筋
二
枚
で
あ
る
。

　
立
の
兼
用
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
北
前
形
式
の
雨
押
よ
り
一
段
高
い
二
重
垣
立
の
雨

押
か
ら
二
重
垣
立
が
存
在
す
る
と
錯
覚
し
か
ね
な
い
が
、
二
重
垣
立
の
舳
の
立
が
伝
馬

込
舳
一
番
立
並
み
の
太
さ
に
な
り
、
い
わ
ば
二
重
垣
立
舳
一
番
立
と
し
て
顕
在
化
す
る

図 140　西神崎湊十二社大弊丸雛形の北前形式の雨押
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五　宝暦期以後の弁才船

図 141　空船の虎福丸と荷物を満載した福神丸（粟崎八幡神社蔵）

図 142　空船の白山丸と荷物を満載した永福丸（粟崎八幡神社蔵）
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と
、
二
重
垣
立
の
名
残
は
消
え
、
舳
の
垣
立
は
伝
馬
船
を
乗
せ
る
低
い
垣
立
と
そ
れ
に

続
く
高
い
垣
立
に
二
分
さ
れ
る
。
雛
形
の
う
ち
二
重
垣
立
舳
一
番
立
の
あ
る
の
は
東
京

国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
で
、
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
以
下
の
四
艘
と
比
べ
て
み
る
と
、

違
い
が
了
解
さ
れ
よ
う
（
図
146
）。
写
真
に
姿
を
と
ど
め
る
中
村
家
の
安
静
丸
や
南
伊

豆
で
建
造
中
の
弁
才
船
に
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
二
重
垣
立
舳
一
番
立
は
あ
る

程
度
普
及
し
た
に
違
い
な
い
。

　
通
例
、
二
重
垣
立
の
内
側
に
は
差
板
を
入
れ
て
波
除
け
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
東
京

国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
や
鉄
道
博
物
館
雛
形
の
よ
う
に
差
板
を
入
れ
る
雛
形
は
稀
で

あ
り
、
西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
の
よ
う
に
二
重
垣
立
が
透
け
て
い
て
も
、
差
板

入
り
と
す
る
の
が
雛
形
の
約
束
事
で
あ
る
（
図
147
）。
当
初
、
北
前
船
も
差
板
を
入
れ

て
い
た
が
、
従
来
、
舳
の
垣
立
の
雨
押
と
面
一
で
あ
っ
た
胴
の
間
の
矧
付
は
、
慶
応
元

年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
で
は
二
重
垣
立
の
半
ば
ま
で
高
く
な
り
、
明
治

一
九
年
の
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
以
下
四
艘
の
雛
形
で
は
二
重
垣
立
の
雨
押
の
上
面
に
達

す
る
（
図
148
・
149
）。『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
の
第
二
八
図
は
、
遅
く
も
明
治
二
○

年
代
に
は
二
重
垣
立
の
雨
押
と
面
一
の
高
い
矧
付
が
北
前
船
で
は
普
通
で
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。

　
北
前
船
の
二
重
垣
立
は
一
般
の
弁
才
船
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
一
般
の
弁
才
船
に

あ
っ
て
、
北
前
船
に
は
な
い
形
式
の
二
重
垣
立
が
存
在
す
る
。
筋
を
廃
し
て
、
立
の
あ

い
だ
に
差
板
を
入
れ
た
い
わ
ば
簡
略
版
の
二
重
垣
立
が
そ
れ
で
、
万
延
元
年
（
一
八
六

○
）
の
寶
久
丸
板
図
（
愛
知
県
知
多
郡
南
知
多
町
豊
浜
小
学
校
蔵
）
を
も
っ
て
嚆
矢
と

す
る
。
残
念
な
が
ら
目
下
の
と
こ
ろ
雛
形
に
は
例
を
見
出
せ
な
い
が
、
明
治
時
代
の
写

真
に
な
ら
数
多
く
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
（
図
150
）。
後
述
す
る
よ
う
に
艫
の
垣
立

の
掛
筋
に
は
装
飾
以
外
に
機
能
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
二
重
垣
立
の
貫
筋
を
上
筋

で
代
替
し
て
、
入
頭
を
入
れ
て
装
飾
効
果
を
高
め
て
も
不
思
議
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
か

そ
う
し
て
い
な
い
。

図 143　『大和形船製造寸法書』の舳の垣立と二重垣立
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五　宝暦期以後の弁才船

図 144　佐賀大堂神社雛形の舳の垣立と二重垣立

図 145　東京大学明治丸雛形の舳の垣立と二重垣立

図 146　東京国立博物館武蔵丸雛形の二重垣立舳一番立
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図 147　東京国立博物館薩摩形雛形の差板を入れた二重垣立

図 149　佐賀大堂神社雛形の胴の間の矧付

図 148　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の胴の間の矧付
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二
重
垣
立
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
舳
の
垣
立
に
続
く
伝
馬
込
の
変
化
を
み
る
こ
と

に
す
る
と
、
舳
の
垣
立
と
艫
の
垣
立
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
伝
馬
込
舳
一
番
立
と
伝
馬

込
艫
一
番
立
の
あ
い
だ
が
空
船
の
時
に
伝
馬
船
を
入
れ
る
伝
馬
込
で
、
一
八
世
紀
中
期

に
縁ふ

ち
ず
り摺
形
式
か
ら
置
台
形
式
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
荷
物

を
積
む
時
に
は
伝
馬
込
の
縁
摺
あ
る
い
は
置
台
に
垣
立
を
取
り
付
け
、
伝
馬
込
で
低
く

な
っ
た
矧
付
の
外
側
に
差
板
を
入
れ
て
波
除
け
と
し
た
。
置
台
形
式
を
発
展
さ
せ
た
新

形
式
の
伝
馬
込
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
の
讃
岐
金
刀
比
羅

宮
民
吉
丸
雛
形
で
、
い
わ
ば
置
台
を
二
重
に
し
て
い
る
（
図
151
）。
民
吉
丸
雛
形
の
失

わ
れ
た
置
台
よ
り
上
の
部
材
が
差
板
と
雨
押
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
吉
丸
雛
形
と
瓜

二
つ
の
玉
名
外
嶋
住
吉
神
社
正
直
新
造
雛
形
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
図
152
）。
も
と
よ

り
、
取
り
外
せ
る
の
は
差
板
と
雨
押
だ
け
で
あ
り
、
矧
付
は
旧
来
の
置
台
形
式
よ
り
も

重
ね
た
置
台
の
分
だ
け
高
い
。
二
重
の
置
台
形
式
の
伝
馬
込
な
ら
、
た
と
え
船
足
を
深

く
入
れ
て
も
、
十
分
に
乾
舷
を
確
保
で
き
、
耐
航
性
が
向
上
し
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘

す
る
ま
で
も
な
い
。
船
絵
馬
に
描
か
れ
た
弁
才
船
の
伝
馬
込
は
ど
れ
も
置
台
形
式
で
あ

り
、
天
保
期
（
一
八
三
○
～
一
八
四
三
）
末
年
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
『
造
船
図
』
も

同
じ
な
の
で
、
新
形
式
の
伝
馬
込
の
普
及
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に

思
え
よ
う
が
、
天
保
四
年
の
墨
江
丸
板
図
（
小
木
民
俗
博
物
館
蔵
）
や
天
保
一
四
年
の

万
福
丸
板
図
（
山
形
大
学
附
属
博
物
館
蔵
）
の
よ
う
に
板
図
に
は
ま
ま
み
ら
れ
る
か
ら
、

天
保
期
に
は
あ
る
程
度
普
及
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
く
、
ほ
ど
な
く
し
て
置
台
形
式
に

取
っ
て
代
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
伝
馬
船
を
伝
馬
込
に
入
れ
た
時
、
縁
摺
形
式
あ
る
い
は
置
台
形
式
の
場
合
に
伝
馬
船

の
船
底
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
支
え
た
か
は
詳つ

ま
びら

か
に
な
し
が
た
い
が
、
二
重
の
置
台

形
式
の
場
合
に
は
、
淦
間
船
梁
上
に
胴
の
間
の
伝
馬
丑
投
入
を
設
け
、
筒
に
胴
の
間
の

丑
投
入
受
立
を
取
り
付
け
て
、
胴
の
間
の
丑
投
入
の
前
端
を
伝
馬
丑
投
入
に
の
せ
、
後

端
を
丑
投
入
受
立
に
差
し
込
ん
で
船
底
を
支
え
て
い
た
。
伝
馬
船
を
支
え
る
こ
れ
ら
部

五　宝暦期以後の弁才船

図 150　簡略版の二重垣立を装備した弁才船（横浜開港資料館蔵）
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材
の
存
在
が
わ
か
る
の
は
「
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

具
体
的
な
姿
が
わ
か
る
の
は
鉄
道
博
物
館
雛
形
と
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
に
作

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
図
153
）。

  
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
伝
馬
込
の
舳
側
の
舳
一
番
立
は
二
重
垣
立
の
雨
押
ま
で
高

く
な
っ
た
。
艫
側
の
艫と

も
の
い
ち
ば
ん
た
つ

一
番
立
も
同
じ
で
、
ク
リ
雨
押
を
廃
し
て
、
艫
の
雨
押
と
直
結

す
る
た
め
に
艫
の
雨
押
の
高
さ
ま
で
延
ば
さ
れ
た
。
ク
リ
雨
押
は
、
低
い
艫
一
番
立

と
高
い
艫
の
雨
押
を
つ
な
ぐ
湾
曲
し
た
雨
押
を
い
う
。
高
い
艫
一
番
立
は
文
化
八
年

（
一
八
一
一
）
に
若
宮
八
幡
宮
（
瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
）
に
奉
納
さ
れ
た
雛
形
に
初

め
て
登
場
す
る
が
、
正
確
に
は
初
登
場
で
は
な
く
、
再
登
場
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
（
図

154
）。
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
奉
納
の
大
絵
馬
に
描
か
れ
た
弁
才
船
に
明
ら
か
な
よ

う
に
古
く
は
艫
一
番
立
は
高
か
っ
た
か
ら
で
、
低
く
な
っ
た
の
は
ク
リ
雨
押
出
現
の
結

果
に
他
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
ク
リ
雨
押
は
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
対
馬
藩

が
大
坂
で
建
造
し
た
弁
才
船
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
。

　
荷
物
を
積
ん
だ
時
、
伝
馬
込
の
雨
押
の
上
に
舳
の
垣
立
と
同
じ
形
式
の
二
重
垣
立
を

取
り
付
け
る
の
が
弁
才
船
の
常
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
伝
馬
込
舳
一
番
立
が
二
重
垣
立

の
立
を
兼
ね
、
伝
馬
込
艫
一
番
立
が
艫
の
雨
押
ま
で
高
く
な
る
と
、
慶
応
元
年
の
讃
岐

金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
や
明
治
一
九
年
の
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
の
よ
う
に
伝
統
に

従
う
船
が
あ
る
一
方
、
河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
や
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
の
よ
う
に

二
重
垣
立
に
代
え
て
差
板
を
入
れ
る
船
が
現
れ
る
（
図
155
・
156
）。
差
板
の
嚆
矢
は
慶

応
三
年
の
永
徳
丸
板
図
（
京
丹
後
市
金
刀
比
羅
神
社
蔵
）
で
あ
り
、『
大
和
形
船
製
造

寸
法
書
』
の
第
二
九
図
・
第
三
○
図
・
第
三
一
図
に
は
伝
馬
込
の
雨
押
の
上
に
差
板
が

描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
遅
く
も
明
治
二
○
年
代
に
は
差
板
が
垣
立
に
取
っ

て
代
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
が
伝
馬
込
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

伝
馬
込
ハ
伝
馬
船
ヲ
積
込
ム
所
ニ
シ
テ
、
胴
控
梁
ノ
前
方
三
本
目
ノ
垣
柱
ヲ
艫
一

番
柱
ト
シ
、
夫
ヨ
リ
前
方
ニ
於
テ
伝
馬
船
ヲ
容
ル
ヽ
ニ
充
分
ナ
ル
幅
丈
腰
当
梁
上

矧
付
ノ
高
三
分
ノ
一
ヲ
切
缺
キ
伝
馬
船
ヲ
積
ム
所
ト
ス
、
然
レ
ト
モ
現
今
伝
馬
船

ハ
通
常
甲
板
ニ
積
載
ス
ル
ヲ
以
テ
伝
馬
込
ハ
重
ニ
貨
物
ノ
積
卸
ニ
使
用
セ
ラ
ル
、

貨
物
積
入
後
ハ
左
図
ノ
如
キ
差
板
ヲ
為
ス

伝
馬
込
の
矧
付
を
高
さ
の
三
分
の
一
切
り
欠
け
る
の
は
、
伝
馬
込
の
舳
一
番
立
と
艫
一

図 151　讃岐金刀比羅宮民吉丸雛形の二重の置台
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番
立
が
と
も
に
高
く
、
胴
の
間
と
腰
当
船
梁
上
の
矧
付
の
高
さ
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

確
か
め
よ
う
が
な
い
の
で
二
重
の
置
台
の
位
置
か
ら
お
す
に
、
高
い
伝
馬
込
の
矧
付
は

前
述
の
慶
応
三
年
の
永
徳
丸
板
図
に
始
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
北
前
船
の
伝
馬
込
の
矧
付
は
他
の
弁
才
船
に
比
べ
て
格
段
に
高
く
、

河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
と
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
を
比
べ
る
と
差
は
歴
然
と

し
て
い
る
（
図
157
・
158
）。
問
題
は
、
積
荷
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
伝
馬
船
を
合
羽
の

上
に
載
せ
る
こ
と
に
し
て
、
伝
馬
込
の
矧
付
を
高
く
し
た
か
、
あ
る
い
は
伝
馬
込
の
矧

付
を
高
く
し
た
結
果
、
伝
馬
船
を
合
羽
の
上
に
置
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
で
あ
る
が
、

船
足
を
深
く
入
れ
る
北
前
船
に
と
っ
て
乾
舷
の
確
保
は
必
要
不
可
欠
だ
か
ら
、
前
者
の

可
能
性
の
ほ
う
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
宮
津
上
司
住
吉
神
社
雛
形
で
、
左

舷
の
伝
馬
込
の
矧
付
は
明
治
時
代
の
北
前
船
に
し
て
は
珍
し
く
低
く
、
伝
馬
船
を
搭
載

す
る
の
に
不
都
合
は
な
い
の
に
、
右
舷
の
伝
馬
込
に
は
開
口
部
が
な
い
。
遅
く
も
明
治

二
○
年
代
に
は
、
伝
馬
込
の
矧
付
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
北
前
船
は
合
羽
の
上
に
伝

馬
船
を
常
置
す
る
の
が
普
通
で
、
伝
馬
込
が
本
来
の
機
能
を
失
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違

五　宝暦期以後の弁才船

図 152　玉名外嶋住吉神社正直新造雛形の伝馬込

図 153　鉄道博物館雛形の胴の間の伝馬丑投入・丑投入受立・丑投入
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い
な
い
。

　
伝
馬
船
を
伝
馬
込
に
入
れ
な
い
な
ら
、
本
来
、
荷
物
を
積
ん
だ
時
に
の
み
取
り
付
け

る
蛇
腹
垣
を
常
設
す
る
北
前
船
が
出
現
す
る
の
も
不
思
議
は
な
い
。
大
家
家
両
徳
丸
雛

形
、
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
が
そ
う
で
、
前
二
者
は
右

舷
の
み
、
後
者
は
両
舷
と
相
違
す
る
も
の
の
、
荷
役
口
を
伝
馬
込
に
設
け
て
い
る
（
図

159
・
160
）。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
明
治
三
四
年
に
大
阪
市
史
編
纂
係
の
求
め
に

応
じ
て
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸
の
図
面
を
作
成
し
て
解
説
を
つ
け
た
桃
木
武
平
が
、「
お
も

か
ぢ
〔
右
舷
〕」「
と
り
か
ぢ
〔
左
舷
〕」
に
面
楫
・
取
楫
の
字
を
宛
て
る
と
し
て
こ
う

述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

お
も
か
ぢ
ノ
方
ハ
常
ニ
昇
降
ニ
用
ヰ
ズ
、
棟
梁
ノ
船
魂
ノ
神
ヲ
祭
祀
シ
テ
降
船
ノ

砌
、
此
方
ヨ
リ
降
リ
、
つ
つ
〔
筒
〕
建
テ
ノ
ト
キ
、
ど
う
づ
き
〔
胴
衝
〕
ヲ
と
り

か
じ
ノ
方
ヨ
リ
積
込
ミ
テ
、
此
方
ヨ
リ
海
中
ニ
投
ズ
ル
ト
キ
ニ
用
フ
ル
ノ
ミ
、
常

ニ
ハ
と
り
か
じ
ノ
方
ヨ
リ
、
荷
物
ノ
積
下
及
人
ノ
昇
降
ス
ル
ヲ
以
テ
法
ト
ス
、
船

図
ヲ
製
作
ス
ル
ニ
モ
と
り
か
じ
図
ヲ
作
ル
ヲ
以
テ
法
ト
ス

確
か
に
大
家
家
両
徳
丸
雛
形
と
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
の
右
舷
の
み
の
荷
役
口
は
桃
木
説

を
裏
付
け
て
い
る
し
、
右
舷
の
伝
馬
込
を
二
重
垣
立
と
同
化
し
た
舳
の
垣
立
と
同
じ
仕

様
で
完
全
に
閉
じ
た
宮
津
上
司
住
吉
神
社
雛
形
も
同
じ
で
あ
る
（
図
161
）。
も
っ
と
も
、

将
軍
家
御
用
船
匠
を
つ
と
め
た
著
名
な
大
坂
の
船
匠
境
井
家
や
薩
摩
藩
の
船
の
図
面
は

面
楫
図
で
あ
る
し
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
は
両
舷
の
伝
馬
込
に
荷
役
口
を
設

け
て
お
り
、
右
舷
の
伝
馬
込
を
開
け
た
停
泊
中
の
弁
才
船
の
写
真
も
珍
し
く
な
い
か
ら
、

桃
木
説
は
必
ず
し
も
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。

　
伝
馬
込
に
つ
い
て
の
話
は
以
上
で
終
わ
り
に
し
て
、
伝
馬
込
に
続
く
艫
の
垣
立
の
変

化
を
追
っ
て
み
よ
う
。
艫
の
垣
立
と
は
伝
馬
込
艫
一
番
立
か
ら
角す

み
の
た
つ立ま

で
の
垣
立
を
い

い
、
台
上
に
立
て
た
立
の
上
部
を
雨
押
で
固
め
、
立
に
は
五
枚
筋
と
番つ

が
い
す
じ筋と

呼
ぶ
二
つ

の
上
筋
を
取
り
つ
け
る
と
と
も
に
貫
筋
を
貫
通
さ
せ
、
中
央
に
開か

い
の
く
ち口を

設
け
る
。

　
艫
の
垣
立
の
主
要
な
変
化
と
し
て
最
初
に
あ
げ
る
べ
き
は
、
掛か

け
す
じ筋
の
追
加
で
あ
る
。

掛
筋
は
五
枚
筋
と
番
筋
の
間
の
上
筋
で
、
本
来
、
存
在
せ
ず
、
文
化
元
年
（
一
八
○

四
）
に
初
め
て
出
現
が
確
認
さ
れ
る
。
出
現
当
初
、
開
口
の
舳
の
立
に
届
か
な
か
っ
た

掛
筋
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
は
開
口
の
舳
の
立
に
達
し
、
さ
ら
に
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
に
は
開
口
の
艫
の
立
を
越
え
て
手て

縄な
わ

取
り
の
南な

ん

蛮ば

（
滑
車
）
を
仕
掛
け

た
立
に
達
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
掛
筋
の
例
を
一
つ
あ
げ
て
お
く
と
、
文
政
七
年
の
佐
柳

八
幡
神
社
雛
形
が
短
い
掛
筋
の
例
、
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
が
中
間
の
掛

筋
の
例
、
明
治
二
七
年
の
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
が
長
い
掛
筋
の
例
で
あ
る
（
図
162

～
164
）。
掛
筋
は
上
筋
二
枚
が
普
通
で
あ
る
が
、
喜
多
浦
八
幡
神
社
雛
形
の
よ
う
な
上

筋
三
枚
、
河
野
右
近
家
八
幡
丸
雛
形
の
よ
う
な
大
筋
一
枚
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
伝
馬
込

艫
一
番
立
か
ら
開
口
の
舳
立
ま
で
の
内
側
に
は
矧
付
が
あ
る
か
ら
、
掛
筋
の
機
能
は
装

飾
以
外
に
は
あ
る
ま
い
。

図 154　尻海若宮八幡宮雛形の高い艫一番立
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次
に
雨
押
と
番
筋
の
あ
い
だ
に
あ
る
貫
筋
も
変
化
す
る
。
貫
筋
に
代
え
て
他
の
筋
が

用
い
ら
れ
る
の
が
そ
れ
で
、
原
因
は
工
作
の
簡
易
化
に
あ
ろ
う
。
代
用
の
筋
と
し
て
は
、

垣
立
の
内
側
を
切
り
欠
い
て
は
め
込
む
筋
と
上
筋
の
二
つ
が
あ
る
。
天
保
期
初
年
の

西
神
崎
湊
十
二
社
大
弊
丸
雛
形
に
初
め
て
登
場
す
る
は
め
込
み
式
の
筋
を
桃
木
武
平
が

「
と
も
の
ぬ
き
す
ぢ
〔
艫
抜
筋
〕」
と
呼
ん
で
「
や
ぐ
ら
ノ
上
、
か
き
た
つ
ノ
内
部
ヨ
リ

付
ケ
タ
ル
す
ぢ
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
筋
が
貫
筋
の
一
種
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、外
側
か
ら
一
見
し
た
だ
け
で
は
貫
筋
と
区
別
が
つ
か
な
い
（
図
165
）。

一
方
、上
筋
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
中
喜
来
春
日
神
社
（
徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
）

に
奉
納
さ
れ
た
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
（
図
166
）。
明
治
時
代
の
雛
形
を
み
る
と
、

上
筋
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ
る
が
、
は
め
込
み
式
の
筋
が
す
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
伝
統
的
な
貫
筋
は
明
治
時
代
の
雛
形
で
は
姿
を
消
す
。

　
さ
ら
に
五
枚
筋
も
変
化
す
る
。
五
枚
筋
と
は
艫
の
垣
立
下
部
の
五
枚
の
上
筋
の
こ
と

で
、
天
保
八
年
に
足
洗
が
出
現
す
る
と
、
真
ん
中
の
上
筋
が
足
洗
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ

る
。
前
述
の
よ
う
に
、
足
洗
に
は
天
保
八
年
の
丹
後
溝
谷
神
社
雛
形
の
よ
う
な
開
口
ま

五　宝暦期以後の弁才船

図 156　右近家八幡丸雛形の伝馬込

図 155　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の伝馬込
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図 158　東京国立博物館薩摩形雛形の伝馬込の矧付

図 157　河野右近家八幡丸雛形の伝馬込の矧付
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五　宝暦期以後の弁才船

図 159　広海家廣徳丸雛形の蛇腹垣

図 160　東京国立博物館武蔵丸雛形の蛇腹垣
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図 161　宮津上司住吉神社雛形の伝馬込

図 162　佐柳島八幡神社雛形の掛筋
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五　宝暦期以後の弁才船

図 163　西神崎湊十二社雛形の掛筋

図 164　鳴門桑島八幡神社雛形の掛筋
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図 165　西神崎湊十二社大弊丸雛形の艫抜筋

図 166　中喜来春日神社雛形の艫上筋

図 167　佐賀大堂神社雛形の五枚筋
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で
の
短
い
足
洗
と
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
の
よ
う
な
角
立
ま
で
の
長
い
足

洗
が
あ
る
。
残
る
上
下
の
上
筋
二
枚
も
変
化
を
ま
ぬ
か
れ
ず
、
船
絵
馬
を
み
る
限
り
、

下
の
上
筋
二
枚
を
大
筋
一
枚
で
置
き
換
え
た
船
は
明
治
七
年
の
新
潟
金
刀
比
羅
神
社
大

成
丸
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
し
、
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
や
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛

形
を
は
じ
め
と
す
る
少
な
か
ら
ぬ
数
の
雛
形
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
図
167
）。
上

下
の
上
筋
二
枚
を
大
筋
各
一
枚
で
置
き
換
え
た
船
は
船
絵
馬
に
ま
っ
た
く
登
場
せ
ず
、

存
在
し
な
い
か
と
思
い
き
や
、
意
外
に
も
天
保
一
四
年
の
万
福
丸
板
図
（
山
形
大
学
附

属
博
物
館
蔵
）
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
が
、
あ
ま
り
広
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
雛
形

に
例
は
な
い
。

　
最
後
は
開
口
の
変
化
で
あ
る
。
開
口
と
は
荷
物
を
積
ん
だ
時
の
乗
組
員
の
乗
降
や
荷

役
の
た
め
に
艫
矢
倉
の
中
程
に
設
け
た
開
口
部
を
い
い
、
雨
戸
を
閉
ざ
し
て
風
波
を
防

ぐ
。
開
口
の
変
化
と
い
っ
て
も
、
何
も
開
口
自
体
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
開
口

の
前
後
に
柱
を
取
り
付
け
、
上
部
を
手
摺
り
で
固
め
て
、
柱
の
あ
い
だ
に
差
板
を
入
れ
、

必
要
に
応
じ
て
差
板
を
上
下
し
て
開
口
を
開
閉
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
図
168
）。
従

来
の
雨
戸
に
差
板
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
開
口
の
風
波
に
対
す
る
備
え
が
よ
り
十

全
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
船
絵
馬
を
調
べ
る
と
、
足
洗
出
現
以
前
に
は

開
口
の
前
後
の
柱
は
影
も
形
も
な
い
か
ら
、
足
洗
と
開
口
の
前
後
の
柱
は
同
時
に
出
現

し
た
と
考
え
て
よ
く
、
蛇
腹
垣
の
後
端
の
処
理
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
外
か
ら
み
え
る
上
廻
り
の
変
化
の
最
後
に
垣
立
に
関
わ
る
問
題
を
片
付
け
て
お
こ

う
。菱
垣
廻
船
の
菱
垣
の
長
短
が
そ
れ
で
あ
る
。前
述
の
よ
う
に
菱
垣
廻
船
は
木
綿
・
油
・

紙
・
薬
種
な
ど
日
用
雑
貨
品
を
大
坂
か
ら
江
戸
に
積
み
下
し
た
菱
垣
廻
船
問
屋
仕
立
の

廻
船
の
こ
と
で
、
船
首
の
小
さ
な
反
り
、
開
き
の
小
さ
い
中
棚
、
高
い
艫
矢
倉
に
特
徴

が
あ
る
。
そ
の
称
が
垣
立
下
部
の
菱
組
の
格
子
に
由
来
す
る
こ
と
は
石
井
謙
治
氏
の
研

究
以
来
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
大
坂
で
和
泉
屋
・
毛
馬
屋
・
富
田
屋
・
大
津
屋
・
顕
屋
・

五　宝暦期以後の弁才船

図 168　広海家廣徳丸雛形の開口
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塩
屋
が
江
戸
積
船
問
屋
を
始
め
た
寛
永
初
年
か
ら
株
仲
間
解
散
令
に
よ
り
菱
垣
廻
船
積

問
屋
仲
間
が
特
権
を
失
う
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
ま
で
菱
組
の
格
子
は
菱
垣
廻
船

の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
文
化
一
○
年
（
一
八
一
三
）
に
浦
賀
奉
行

所
同
心
今
西
幸
蔵
が
『
今
西
氏
家
舶
縄
墨
私
記
』
で
「
菱
垣
は
舳
の
扇
立
よ
り
艫
の
大

立
ま
て
垣
台
上
壱
尺
程
菱
に
組
故
、
菱
垣
と
言
、
表
菱
垣
と
言
て
舳
計
も
あ
り
」
と
述

べ
る
よ
う
に
、
菱
垣
に
は
舳
か
ら
艫
ま
で
垣
立
の
下
部
を
全
通
す
る
菱
垣
と
舳
の
垣
立

の
下
部
の
み
の
表
菱
垣
が
あ
っ
た
。
で
は
、
菱
垣
の
長
短
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
か
。

　
石
井
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
表
菱
垣
の
起
源
自
体
は
古
い
。
文
政
一
二
年

（
一
八
二
九
）
二
月
に
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
「
菱
垣
廻
船
起
立
並
問
屋
古
来
よ

り
之
仕
来
り
御
尋
に
付
御
答
書
」
の
な
か
で
菱
垣
廻
船
問
屋
富
田
屋
吉
左
衛
門
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

其
後
寛
永
元
年
御
当
地
北
浜
町
和
泉
屋
平
右
衛
門
と
申
も
の
江
戸
積
船
問
屋
相
始

め
、
同
四
年
毛
馬
屋
・
富
田
屋
・
大
津
屋
・
歌
屋
・
塩
屋
相
初
ま
り
、
右
之
内
塩

屋
儀
は
荷
主
中
よ
り
取
建
候
船
問
屋
に
て
、
船
数
無
少
候
に
付
、
摂
州
脇
之
浜
浦

へ
雇
船
願
遣
候
儀
有
之
、
右
塩
屋
治
左
衛
門
方
菱
垣
船
之
手
船
、
若
船
切
に
相
成

候
得
は
右
浦
中
よ
り
請
込
、
何
時
に
て
も
江
戸
大
廻
し
船
為
切
申
間
鋪
旨
、
惣
荷

主
中
え
証
文
相
渡
、
依
之
脇
之
浜
積
船
は
菱
垣
船
之
代
船
に
相
成
候
目
印
に
表
へ

如
当
時
菱
垣
を
付
け
、
菱
垣
廻
船
よ
り
同
様
に
御
座
候
て
、
外
廻
船
と
紛
不
申
事

に
御
座
候

要
す
る
に
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
江
戸
積
船
問
屋
を
始
め
た
塩
屋
は
荷
主
中
よ

り
取
立
て
た
問
屋
で
、
手
船
が
少
な
い
た
め
、
手
船
不
足
の
折
に
代
っ
て
廻
漕
を
行
う

こ
と
を
摂
州
脇
浜
浦
中
が
荷
主
中
に
請
負
い
、
脇
浜
廻
船
は
菱
垣
廻
船
の
代
船
と
し
て

表
に
菱
垣
を
つ
け
、
他
の
廻
船
と
紛
れ
な
い
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

記
事
に
よ
っ
て
、
表
菱
垣
は
菱
垣
廻
船
に
準
じ
る
廻
船
と
い
う
意
味
で
脇
浜
廻
船
に
つ

け
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
石
井
氏
は
こ
の
記
事
を
根
拠
に
一
九
世
紀
前
後
の
表
菱

垣
廻
船
に
は
一
般
の
弁
才
船
の
改
装
が
多
い
と
説
く
が
、
塩
屋
は
後
に
退
転
す
る
の
で
、

表
菱
垣
の
脇
浜
船
は
一
時
的
な
存
在
に
す
ぎ
ず
、
石
井
説
に
は
無
理
が
あ
る
。

　
酒
問
屋
の
脱
退
し
た
享
保
一
五
年
（
一
七
三
○
）、
十
組
問
屋
は
古
方
（
古
組
と
も

呼
ぶ
）
と
仮
船
方
（
仮
船
組
・
新
組
と
も
呼
ぶ
）
に
分
裂
し
、
大
坂
菱
垣
廻
船
問
屋
九

軒
も
二
組
に
分
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
菱
垣
の
長
短
で
廻
船
の
所
属
を
示
し
た
可
能
性
を

検
討
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
所
属
す
る
問
屋
あ
る
い
は
廻
船
問
屋
が
わ
か
る
表
菱
垣

廻
船
の
資
料
が
三
点
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
は
白
子
の
江
島
神
社
（
鈴
鹿
市
東
江
島
町
）
に
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
一
一

月
に
奉
納
さ
れ
た
若
宮
丸
の
絵
馬
で
あ
る
。
太
物
店
と
も
呼
ば
れ
た
大
伝
馬
町
組

は
、
配
下
の
白
子
廻
船
で
勢
州
木
綿
を
白
子
か
ら
江
戸
に
積
み
出
す
一
方
、
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）
に
菱
垣
廻
船
を
厳
重
な
管
理
下
に
お
く
こ
と
を
目
的
に
江
戸
と
大
坂
で

菱
垣
廻
船
積
合
荷
主
が
結
成
し
た
十
組
問
屋
（
大
坂
は
後
に
二
十
四
組
問
屋
と
称
す
）

に
参
加
せ
ず
、
菱
垣
廻
船
積
合
い
か
ら
除
か
れ
た
た
め
、
大
坂
の
廻
船
問
屋
日
野
屋
・

顕
屋
に
手
船
を
差
配
さ
せ
て
自
組
の
仕
入
れ
荷
物
の
み
を
運
ん
で
き
た
が
、
享
保
一
五

年
に
十
組
問
屋
が
古
方
と
仮
船
方
に
分
裂
し
た
際
、
仮
船
方
の
誘
い
を
受
け
入
れ
て
元

文
五
年
（
一
七
四
○
）
に
客
分
と
な
っ
た
。
奉
納
年
代
か
ら
し
て
、
若
宮
丸
は
日
野
屋

あ
る
い
は
顕
屋
の
差
配
し
た
一
艘
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
第
二
は
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
、
つ
ま
り
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
六
月

に
富
田
屋
三
郎
左
衛
門
手
船
金
比
羅
丸
の
船
頭
悦
蔵
が
讃
岐
の
金
刀
比
羅
宮
に
奉
納

し
た
雛
形
で
あ
る
。
普
通
、
菱
垣
廻
船
の
船
名
に
付
随
す
る
船
頭
名
は
船
頭
の
実
名
と

は
関
係
が
な
く
、
代
々
受
け
継
が
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
金
比
羅
丸
悦
蔵
も
そ
う

し
た
「
神
号
・
名
前
」
の
一
つ
で
あ
り
、
悦
蔵
の
名
は
一
八
世
紀
後
期
か
ら
一
九
世
紀

前
期
に
か
け
て
の
史
料
に
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
七
月

二
一
日
と
九
月
七
日
に
「
富
田
屋
吉
兵
衛
船
沖
船
頭
悦
蔵
」
が
由
良
に
入
港
し
て
帆
別
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銭
を
支
払
い
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
五
月
二
三
日
に
「
富
田
屋
悦
蔵
舟
」
が
難
風

に
逢
っ
て
志
州
志
島
に
漂
着
し
た
。
さ
ら
に
文
化
六
年
に
建
造
さ
れ
た
菱
垣
廻
船
の
一

艘
が 
「
冨
悦
蔵
」
船
で
あ
り
、
文
政
七
年
に
大
坂
の
中
川
芳
山
堂
が
出
版
し
た
江
戸
の

買
物
案
内
書
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
に
載
る
「
菱
垣
廻
船
問
屋
　
大
坂
西
横
堀
長
浜
町

　
富
田
屋
三
郎
左
衛
門
船
」
の
沖
船
頭
五
人
の
な
か
に
「
悦
蔵
」
の
名
が
み
え
る
。
富

田
屋
は
大
坂
菱
垣
廻
船
問
屋
の
一
人
で
、
十
組
問
屋
分
裂
に
際
し
て
は
古
方
に
属
し
た

か
ら
、
当
然
、
富
田
屋
の
差
配
す
る
金
比
羅
丸
も
古
方
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
明
和
八

年
か
ら
文
政
七
年
ま
で
の
半
世
紀
の
あ
い
だ
に
問
屋
も
船
頭
も
船
も
代
替
り
し
て
い
た

こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
第
三
は
津
市
の
石
水
博
物
館
所
蔵
の
「
太
物
丸
雛
形
之
絵
図
」
で
あ
る
。
本
図
は
、

津
に
本
店
を
持
つ
大
伝
馬
町
組
木
綿
問
屋
川
喜
田
家
に
伝
来
し
た
。
享
保
一
五
年
の
十

組
問
屋
分
裂
の
際
に
仮
船
方
の
誘
い
を
受
け
入
れ
て
客
分
と
な
っ
た
大
伝
馬
町
組
は
、

寛
政
一
二
年
に
難
船
処
理
を
め
ぐ
っ
て
仮
船
方
と
対
立
、
紆
余
曲
折
の
末
、
享
和
元
年

（
一
八
○
一
）
に
大
伝
馬
町
組
は
古
方
に
移
っ
た
。
本
図
を
入
れ
た
紙
袋
の
裏
に
は
こ

う
記
さ
れ
て
い
る
。

此
絵
図
之
雛
形
は
筥
ニ
納
、
中
屋
見
世
土
蔵
之
三
階
ニ
納
置
有
之
候
、
抑
其
雛
形
、

文
化
二
丑
年
御
糺
之
砌
、
品
ニ
寄
十
組
積
合
破
談
之
含
依
有
之
、
大
坂
日
野
屋
九

兵
衛
代
利
兵
衛
殿
え
頼
入
為
致
補
理
也
、
船
見
分
、
仕
建
方
、
船
道
具
為
令
精
也
、

行
事
七
代
ニ
し
て
漸
昨
卯
年
十
二
月
ノ
末
ニ
出
来
、
市
左
衛
門
船
積
下
無
事
着

　
　
　
　
　
文
化
五
戊
辰
年
春
正
月
吉
日

要
す
る
に
、
文
化
二
年
に
大
伝
馬
町
組
木
綿
問
屋
が
白
子
組
木
綿
問
屋
と
と
も
に
無
株

の
商
人
に
よ
る
直
仕
入
れ
の
差
止
め
を
町
奉
行
に
訴
え
出
た
際
、
菱
垣
廻
船
積
合
い
か

ら
離
脱
す
る
含
み
も
あ
り
、
船
の
見
分
け
や
仕
建
方
、
船
道
具
に
精
通
す
る
必
要
が
生

じ
た
た
め
、
中
屋
見
世
土
蔵
の
三
階
の
箱
に
納
め
て
あ
っ
た
雛
形
の
修
理
を
大
坂
の
廻

船
問
屋
日
野
屋
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
文
化
四
年
暮
れ
に
雛
形
が
完
成
し
、
江

戸
に
廻
漕
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
修
理
を
要
し
た
以
上
、
日
野
屋
に
託
し
た

雛
形
は
相
当
に
古
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
図
が
雛
形
の
図
面
と
す
る
と
、

船
体
各
部
の
様
式
的
な
特
徴
か
ら
し
て
も
、
修
理
の
依
頼
か
ら
完
成
ま
で
に
要
し
た
年

月
か
ら
み
て
も
、
本
図
を
画
い
た
大
坂
寺
嶋
の
船
大
工
兵
庫
屋
善
四
郎
が
雛
形
を
新
た

に
当
代
の
船
と
し
て
作
り
直
し
た
と
考
え
る
他
な
い
。

　
以
上
の
三
艘
の
菱
垣
廻
船
の
所
属
先
は
、
若
宮
丸
が
仮
船
方
、
金
比
羅
丸
と
太
物
丸

が
古
方
と
判
明
し
た
の
で
、
菱
垣
の
長
短
は
廻
船
の
所
属
先
の
識
別
用
で
は
あ
り
え
な

い
。
と
す
れ
ば
、
表
菱
垣
は
舳
艫
を
全
通
す
る
菱
垣
の
簡
略
版
と
し
て
出
現
し
た
に
違

い
な
い
。
今
に
伝
わ
る
最
古
の
表
菱
垣
廻
船
の
資
料
は
庵
治
桜
八
幡
神
社
雛
形
で
あ
る
。

奉
納
者
・
奉
納
年
と
も
に
不
明
で
あ
る
が
、
享
保
九
年
奉
納
の
庵
治
住
吉
神
社
雛
形
と

共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
奉
納
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

表
菱
垣
出
現
の
時
期
は
享
保
九
年
の
は
る
か
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
そ
う
に
な
い
。
船
の

大
百
科
全
書
『
和
漢
船
用
集
』
巻
第
四
の
「
桧
垣
」
の
条
に
金
沢
兼
光
は
こ
う
記
し
て

い
る
。摂

州
大
坂
廻
船
問
屋
の
仲
間
船
を
云
、
六
七
百
石
以
上
皆
大
船
也
、
垣
立
の
筋
を

桧
垣
に
す
る
ゆ
へ
の
名
な
り
、
今
、
桧
垣
と
呼
て
荷
舟
の
名
と
す

不
思
議
な
こ
と
に
博
覧
強
記
を
も
っ
て
鳴
る
あ
の
兼
光
が
、
表
菱
垣
に
言
及
し
て
い
な

い
。
理
由
は
、
兼
光
が
見
落
と
し
た
か
、
表
菱
垣
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
い
ず
れ
か

し
か
な
い
。
自
序
を
記
す
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
ま
で
兼
光
は
各
巻
の
増
補
改
訂

を
続
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
巻
第
四
の
成
立
し
た
時
期
は
意
外
に
古
い
。

享
保
九
年
に
初
登
場
す
る
上
笠
木
が
巻
第
四
に
挿
図
と
し
て
載
る
弁
才
船
に
な
い
こ

と
、
元
禄
九
年
に
東
国
に
漂
着
し
て
、
大
坂
に
廻
航
さ
れ
、
対
馬
藩
に
引
き
渡
さ
れ
た

朝
鮮
の
小
船
に
関
す
る
老
工
の
懐
古
譚
を
兼
光
が
紹
介
し
て
い
る
こ
と
、
以
上
を
勘
案

す
れ
ば
、
巻
第
四
の
成
立
時
期
は
享
保
初
年
前
後
に
落
ち
着
か
ざ
る
を
え
な
い
。
兼
光

が
表
菱
垣
も
上
笠
木
も
見
落
と
し
た
と
は
考
え
が
た
く
、
巻
第
四
の
成
立
時
に
は
表
菱

五　宝暦期以後の弁才船
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垣
も
上
笠
木
も
ま
だ
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
宝
暦
期
以
後
の
雛
形
の
う
ち
舳
艫
を
全
通
す
る
菱
垣
が
小
浜
若
狭
彦
神
社
雛
形
と
文

政
七
年
の
相
良
大
江
八
幡
宮
八
幡
丸
雛
形
、
表
菱
垣
が
寛
政
八
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮

金
比
羅
丸
雛
形
と
文
化
五
年
に
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
に
奉
納
さ
れ
た
雛
形
で
あ
る
。
垣
立

に
菱
組
の
格
子
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
菱
垣
廻
船
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
熊
野
神
社

の
御
神
船
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
寛
政
八
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金

比
羅
丸
雛
形
は
奉
納
者
か
ら
明
ら
か
に
菱
垣
廻
船
で
あ
り
、
確
か
に
艫
矢
倉
は
「
千
石

積
菱
垣
廻
船
二
拾
分
一
図
」「
太
物
丸
雛
形
之
絵
図
」
同
様
に
高
い
。
破
損
が
ひ
ど
い

た
め
艫
矢
倉
の
高
さ
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
化
五
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
雛
形
も
奉
納

者
に
寛
政
五
年
の
雛
形
と
同
一
人
物
が
名
を
連
ね
て
い
る
の
で
菱
垣
廻
船
と
み
て
よ
か

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
小
浜
若
狭
彦
神
社
雛
形
は
菱
垣
廻
船
の
図
面
や
雛
形
と
比
べ
て
菱

垣
が
細
い
上
、
艫
矢
倉
が
高
く
な
い
し
、
文
政
七
年
の
相
良
大
江
八
幡
宮
八
幡
丸
雛
形

は
菱
垣
自
体
は
よ
く
と
も
、
や
は
り
艫
矢
倉
が
高
く
な
い
の
で
、
い
ず
れ
も
菱
垣
廻
船

と
は
み
な
せ
な
い
。
目
下
の
と
こ
ろ
宝
暦
期
以
後
の
雛
形
で
確
実
に
菱
垣
廻
船
と
い
え

る
の
は
、
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
に
奉
納
さ
れ
た
二
艘
の
表
菱
垣
廻
船
だ
け
で
あ
る
。

　
以
上
、
外
か
ら
み
た
上
廻
り
の
変
化
を
一
通
り
み
た
の
で
、
上
廻
り
の
内
側
の
変
化

を
追
っ
て
み
よ
う
。
取
り
上
げ
る
の
は
合か

っ
ぱ羽

と
艫
矢
倉
と
外そ

と
ど
も艫

で
あ
る
。

　
合
羽
と
は
二
番
船
梁
上
の
浪な

み
ぜ
き関

と
矧
付
の
上
縁
に
切
り
組
ん
だ
表お

も
て
ど
ひ
か
え

胴
控
の
間
に
張
っ

た
甲
板
の
こ
と
で
、下
の
部
屋
に
は
綱
具
類
を
収
蔵
し
た
り
、水
主
が
居
住
す
る
。
普
通
、

合
羽
は
二
番
船
梁
か
ら
三
の
間
船
梁
ま
で
で
あ
る
が
、
明
治
二
七
年
の
鳴
門
桑
島
八
幡

神
社
雛
形
の
合
羽
は
二
番
船
梁
か
ら
淦
間
船
梁
ま
で
あ
っ
て
長
い
（
図
169
）。
こ
の
長

い
合
羽
に
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
一
七
年
四
月
の
船
舶
積
量
測
度
規
則
の
付
則

た
る
船
舶
積
量
測
度
方
法
に
求
め
る
他
な
か
ろ
う
。
船
梁
下
の
船
艙
を
測
っ
て
石
数
を

算
出
す
る
明
治
四
年
の
積
石
噸
数
改
方
法
則
と
違
っ
て
、
船
舶
積
量
測
度
方
法
は
船
梁

下
の
船
艙
に
加
え
て
船
梁
上
の
船
艙
を
測
っ
て
石
数
を
算
出
す
る
か
ら
で
、
第
四
条
第

図 169　鳴門桑島八幡神社雛形の合羽
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一
項
に
は
測
度
法
が
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

船
舷
ノ
上
端
ヲ
境
線
ト
シ
、
之
ヨ
リ
船
梁
ノ
上
面
ニ
至
ル
平
均
ノ
高
サ
ヲ
測
リ
、

又
船
首
室
ノ
境
界
ヨ
リ
船
尾
室
ノ
境
界
ニ
至
ル
長
ヲ
測
リ
、
又
船
舷
ノ
内
側
ヨ
リ

内
側
ニ
至
ル
平
均
ノ
幅
ヲ
測
リ
テ
此
長
幅
高
ヲ
相
乗
シ
、
其
得
数
ヲ
十
ニ
テ
除
シ
、

之
ヲ
船
梁
上
船
艙
ノ
石
数
ト
ス

「
船
首
室
」
と
は
合
羽
の
下
の
部
屋
、「
船
尾
室
」
と
は
艫
矢
倉
の
こ
と
だ
か
ら
、
合
羽

を
長
く
す
れ
ば
「
船
首
室
ノ
境
界
ヨ
リ
船
尾
室
ノ
境
界
ニ
至
ル
長
」
は
短
く
な
り
、
船

梁
上
の
船
艙
の
大
幅
な
減
石
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社

雛
形
の
場
合
、
半
減
す
る
。
減
石
に
有
効
な
だ
け
に
、
長
い
合
羽
は
あ
る
程
度
の
普
及

を
み
た
可
能
性
が
大
き
い
が
、
残
念
な
が
ら
雛
形
以
外
に
確
か
め
る
術
が
な
く
、
憶
測

の
域
を
出
な
い
。

　
舳
艫
の
垣
立
の
変
化
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
外
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
の
が
艫
矢

倉
内
の
変
化
で
あ
る
。
艫
矢
倉
内
の
矧
付
は
腰
当
船
梁
か
ら
開
口
ま
で
は
艫
矢
倉
の
矢

倉
板
の
下
面
に
達
し
、
開
口
よ
り
後
ろ
は
乗
組
員
の
昇
降
と
操
櫓
の
た
め
に
低
い
。
と

こ
ろ
が
、
弁
才
船
が
操
櫓
を
止
め
る
と
、
開
口
よ
り
後
ろ
の
矧
付
は
五
枚
筋
ま
で
高
く

な
る
。
で
は
、
弁
才
船
が
操そ

う

櫓ろ

を
止
め
る
の
は
い
つ
か
。
す
で
に
簡
単
に
触
れ
た
よ
う

に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
石
井
謙
治
氏
が
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
説
を
提
示
し
て
い

る
。
日
本
海
で
は
面お

も
き木

造
り
と
い
う
棚
板
造
り
と
は
ま
っ
た
く
船
体
構
造
を
異
に
す
る

北
国
船
・
羽
ケ
瀬
船
な
ど
の
商
船
が
多
用
さ
れ
て
い
た
が
、
弁
才
船
に
よ
っ
て
一
八
世

紀
中
期
に
主
流
の
座
を
追
わ
れ
た
。
漕
帆
兼
用
船
か
ら
帆
走
専
用
船
に
脱
皮
し
、
漕
櫓

用
の
乗
組
員
を
不
用
に
し
て
経
済
性
を
高
め
た
弁
才
船
と
違
っ
て
、
面
木
造
り
の
商
船

は
、
旧
態
依
然
で
、
平
底
の
船
体
と
古
い
帆
装
形
式
の
た
め
追
風
以
外
の
帆
走
性
能
は

悪
く
、
多
く
の
漕
手
を
乗
り
組
ま
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
が
衰
退
の
一
因
で
あ
る
、
と
。

　
弁
才
船
が
帆
走
専
用
船
化
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
弁
才
船

が
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
幕
末
に
な
っ
て
も
小
廻
船
は
、
時
に
は
櫓
を
漕
ぎ
、

時
に
は
陸
上
か
ら
曳
っ
張
る
と
い
う
中
世
さ
な
が
ら
の
航
海
を
行
っ
て
い
た
し
、
明
治

三
四
年
（
一
九
○
一
）
に
大
阪
市
史
編
纂
係
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸

の
図
面
を
作
成
し
て
解
説
を
つ
け
た
兵
庫
の
船
大
工
大
松
屋
武
兵
衛
の
後
裔
桃
木
武
平

は
、「
と
も
の
い
ち
ば
ん
の
ろ
ど
こ
〔
艫
一
番
櫓
床
〕」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

大
船
ハ
此
所
ニ
ろ
〔
櫓
、
艣
〕
ヲ
用
ヰ
ザ
レ
ド
モ
、
古
代
ハ
、
此
所
ニ
テ
櫓
ヲ
使

ヒ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
今
モ
小
船
三
百
石
位
ノ
船
ハ
、
此
所
ニ
テ
櫓
ヲ
使
用
セ
リ
、

本
船
ニ
テ
ハ
一
ノ
装
飾
ニ
過
ギ
ズ

と
す
れ
ば
、
問
題
は
い
つ
大
船
が
帆
走
専
用
船
化
し
た
か
で
あ
る
が
、
時
期
の
確
定
は

な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。
浦
証
文
に
は
遭
難
に
い
た
る
ま
で
の
航
海
の
概
要
が
記
さ
れ

て
い
て
も
、
櫓
走
・
帆
走
の
別
に
ま
で
は
言
及
が
な
い
し
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀

の
航
海
日
記
や
船
客
の
記
録
は
今
に
伝
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
石
井
説
に
従
え
ば
、
弁
才
船
は
一
八
世
紀
中
期
ま
で
に
帆
走
専
用
船
に
転
換
を
終
え

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
金
沢
兼
光
は
『
和
漢
船
用
集
』
巻
第
四
の
「
千
石
船
」

の
条
に
「
櫓
数
、お
も
て
の
ふ
り
ろ
と
も
に
拾
六
挺
、十
八
挺
立
る
也
」
と
記
し
て
い
る
。

「
ふ
り
ろ
」（
振
櫓
）
と
は
、
出
船
の
時
に
舳
に
立
て
て
船
を
廻
す
の
に
用
い
る
大
き
な

櫓
を
い
い
、
こ
の
場
合
は
お
そ
ら
く
二
挺
だ
ろ
う
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
巻
第

四
の
成
立
時
期
は
享
保
初
年
前
後
で
あ
り
、
享
保
二
○
年
（
一
七
三
五
）
六
月
に
幕
府

の
定
め
た
御
城
米
積
船
つ
ま
り
年
貢
米
廻
漕
船
の
乗
組
人
数
に
よ
る
と
一
○
○
○
石
積

に
は
一
六
人
乗
る
か
ら
、
一
八
世
紀
前
期
に
は
弁
才
船
は
ま
だ
乗
組
員
に
見
合
う
数
の

櫓
を
備
え
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
奉
納
の
年
紀
の
あ
る
雛
形
を
調
べ
る
と
、
正
徳

五
年（
一
七
一
五
）奉
納
の
日
方
伊
勢
部
柿
本
神
社
雛
形（
大
工
間
尺
積
石
数
八
九
二
石
）

が
一
二
挺
、
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
奉
納
の
庵
治
住
吉
神
社
雛
形
（
大
工
間
尺
積
石

数
一
三
二
一
石
）
が
一
四
挺
、宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
奉
納
の
高
見
八
幡
宮
雛
形
（
大

工
間
尺
積
石
数
六
八
八
石
）
が
一
二
挺
と
や
は
り
櫓
の
数
は
多
い
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
松
前
・
箱
館
と
長
崎
の
あ
い
だ
を
往
復
し
た
長
崎
会
所
の

五　宝暦期以後の弁才船
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俵
物
廻
船
が
、
一
八
世
紀
後
期
に
な
る
と
佐
渡
海
峡
を
通
ら
ず
に
隠
岐
と
佐
渡
の
遠
沖

を
航
海
し
た
こ
と
で
あ
る
。
俵
物
は
干
鮑
・
鱶
鰭
・
煎
海
鼠
を
俵
に
詰
め
て
輸
送
し
た

こ
と
に
由
来
す
る
称
で
、
中
国
向
け
の
重
要
な
輸
出
品
で
あ
っ
た
。
集
荷
体
制
を
長
崎

俵
物
問
屋
一
手
請
方
制
か
ら
直
仕
入
制
に
強
化
し
た
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
以
降
、

長
崎
会
所
は
所
定
の
日
数
以
内
に
箱
館
か
ら
長
崎
に
到
着
し
た
廻
船
に
対
し
て
早
着
褒

美
金
を
与
え
て
い
る
。
天
明
六
年
か
ら
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）ま
で
の
記
録
に
よ
る
と
、

延
七
六
艘
の
廻
船
う
ち
三
六
艘
（
三
○
日
以
内
二
九
艘
、
三
五
日
以
内
七
艘
）
が
早
着

褒
美
金
を
え
た
ば
か
り
か
、
年
二
往
復
し
た
廻
船
は
一
五
艘
を
数
え
る
。
帆
船
は
風
次

第
だ
か
ら
、
二
航
海
あ
る
い
は
早
着
で
き
た
の
は
、
風
に
恵
ま
れ
た
こ
と
が
一
因
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
航
程
の
短
縮
を
図
っ
て
佐
渡
海
峡
を
通
ら
ず
に
隠
岐

と
佐
渡
の
遠
沖
を
直
航
し
た
こ
と
が
大
い
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
日
本
海

の
沖
乗
が
日
常
化
し
た
お
よ
そ
半
世
紀
後
の
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
六
月
に
長
崎
港

内
で
俵
物
廻
船
を
眼
に
し
た
水
戸
藩
勘
定
奉
行
川
瀬
七
郎
衛
門
は
、「
順
風
ニ
ハ
松
前

ヨ
リ
五
日
六
日
又
ハ
三
日
ニ
て
モ
長
崎
迄
来
ル
由
」
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
遠
沖
の
昼
夜
連
続
の
航
海
を
行
う
俵
物
廻
船
を
帆
走
専
用
船
と
呼
ぶ
こ
と

に
誰
し
も
異
論
は
あ
る
ま
い
。
で
は
、
俵
物
廻
船
は
櫓
を
捨
て
た
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
い
。
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
就
航
し
た
一
五
○
○
石
積
、
二
二
人
乗
り
の

三
国
丸
は
、
振
櫓
一
挺
の
他
に
八
挺
の
櫓
を
備
え
て
い
る
。
年
二
航
海
を
前
提
と
し
て

建
造
さ
れ
た
和
洋
中
の
折
衷
船
三
国
丸
に
し
て
こ
う
だ
か
ら
、
他
は
推
し
て
知
る
べ
し

で
、
帆
走
専
用
船
化
と
櫓
の
廃
止
が
連
動
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
幕
府

の
御
城
米
廻
漕
関
係
の
文
書
集
成
『
廻
船
必
用
』
収
載
の
「
船
皆
具
之
名
目
之
事
」
つ

ま
り
廻
船
方
改
役
に
携
わ
る
者
が
弁
え
て
お
く
べ
き
船
具
の
用
法
に
関
す
る
書
に
は
、

二
五
反
帆
の
廻
船
の
櫓
に
つ
い
て
振
櫓
の
他
に
「
常
々
櫓
六
挺
よ
り
八
挺
計
も
用
ゆ
る
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
五
反
帆
の
廻
船
な
ら
積
石
数
は
一
二
○
○
石
か
ら
一
三
○
○
石

程
度
で
あ
る
か
ら
、
一
八
世
紀
後
期
の
廻
船
は
ま
だ
乗
組
員
の
半
数
程
の
櫓
を
備
え
て

い
た
と
み
て
よ
い
。

　
記
録
の
う
え
で
弁
才
船
が
櫓
を
捨
て
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
弘
化
元
年

（
一
八
四
四
）
の
一
五
○
○
石
積
廻
船
の
新
造
総
入
用
の
書
上
で
、
櫓
と
し
て
は
「
元

船
艫
　
四
挺
」
を
あ
げ
て
い
る
。
特
に
振
櫓
と
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
建
造
の
一
六
○
○
石
積
の
九
店
廻
船
大
幸
丸
の
道
具
扣
帳
を
ひ
も
と
く

と
、「
振
ろ
　
四
挺
」
と
あ
る
か
ら
、「
元
船
艫
」
は
振
櫓
に
相
違
な
く
、
当
時
の
大
船

は
振
櫓
以
外
の
櫓
を
ま
っ
た
く
搭
載
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

　
三
の
間
船
梁
か
ら
轆
轤
座
船
梁
ま
で
の
台
と
除
棚
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
台だ

い
あ
い間
は
、

台だ
い
ぜ
り詰
（
台だ

い
ぜ
り糶
と
も
書
く
）
と
呼
ぶ
材
を
詰
め
る
か
、
台
の
下
面
に
台
屋
張
と
称
す
る
板

を
釘
打
ち
し
て
ふ
さ
ぐ
の
で
、轆
轤
座
船
梁
よ
り
後
方
の
台
間
を
み
れ
ば
、操
櫓
を
行
っ

て
い
る
か
否
か
が
一
目
で
わ
か
る
。
轆
轤
座
船
梁
よ
り
後
方
の
台
間
を
完
全
に
ふ
さ
い

だ
雛
形
は
寛
政
九
年
に
但
馬
国
香
住
の
近
江
屋
永
観
丸
清
八
が
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
に
奉

納
し
た
雛
形
を
も
っ
て
嚆
矢
と
し
、
文
化
五
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
雛
形
、
文
政
七
年

の
佐
柳
八
幡
神
社
雛
形
、
文
政
一
三
年
の
喜
多
浦
八
幡
神
社
雛
形
、
天
保
八
年
の
丹
後

溝
谷
神
社
雛
形
と
続
く
（
図
170
）。
寛
政
八
年
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
や

文
化
八
年
の
尻
海
若
宮
八
幡
宮
雛
形
や
天
保
九
年
に
住
吉
神
社
（
徳
島
市
住
吉
町
）
に

奉
納
さ
れ
た
雛
形
は
台
間
を
ふ
さ
い
で
い
な
い
が
、
こ
れ
は
操
櫓
を
行
っ
た
こ
と
を
必

ず
し
も
意
味
し
な
い
（
図
171
）。
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
の
艫
矢
倉
の
内
部

を
み
る
と
、
矧
付
に
板
を
沿
わ
せ
、
上
部
に
板
を
入
れ
て
台
間
を
ふ
さ
い
で
い
る
か
ら

で
あ
る
（
図
172
）。
寛
政
五
年
の
「
凡
千
石
積
二
十
分
一
之
図
」
の
縦
断
面
図
に
は
上

部
の
板
が
「
布
板
」
の
名
称
を
付
さ
れ
て
登
場
す
る
か
ら
、
当
時
は
艫
矢
倉
内
部
で
台

間
を
布
板
で
ふ
さ
ぎ
、
必
要
に
応
じ
て
布
板
を
取
り
外
す
や
り
方
が
広
く
行
わ
れ
て
い

た
に
相
違
な
く
、
操
櫓
の
機
会
が
減
じ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
た
る
。
弁
才
船
は

遅
く
も
一
八
世
紀
後
期
に
は
櫓
を
減
ら
し
、
一
九
世
紀
前
期
に
は
櫓
を
捨
て
た
と
み
て

よ
く
、
そ
の
結
果
、
乗
組
員
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
嘉
永
六
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年
三
月
に
浦
賀
奉
行
に
提
出
し
た
嘆
願
書
の
中
で
東
西
浦
賀
の
年
寄
は
、「
往
古
は
千

弐
百
石
積
位
ノ
船
ニ
而
水
主
拾
六
七
人
乗
ニ
御
座
候
処
、
近
年
船
乗
共
巧
者
ニ
罷
成
、

船
斗
大
キ
ク
造
、
千
六
七
百
石
積
之
船
ニ
而
水
主
拾
五
六
人
乗
位
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
も
と
よ
り
、
台
間
は
操
櫓
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
弁
才
船
が
櫓
を
捨
て
る
と
、
台

間
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
台
間
を
詰
め
る
船
が
現
れ
る
の
も
不
思
議
は
な
い
。

パ
リ
の
図
面
集
に
載
る
明
治
二
一
年
の
一
五
〇
〇
石
積
弁
才
船
が
そ
の
嚆
矢
で
、
三
の

間
船
梁
か
ら
轆
轤
座
船
梁
ま
で
台
間
を
詰
め
て
お
り
、
明
治
三
四
年
に
桃
木
武
平
が
図

面
を
作
成
し
た
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸
も
同
様
で
あ
る
。
三
の
間
船
梁
か
ら
後
ろ
の
台
間
を

詰
め
た
船
と
し
て
は
、
東
京
国
立
博
物
館
武
蔵
丸
雛
形
が
あ
る
（
図
173
）。
二
番
船
梁

に
台
間
が
必
要
な
の
は
、
横
山
を
支
え
る
カ
ラ
カ
イ
立
を
内
側
に
倒
し
て
立
て
る
か
ら

で
、
二
番
船
梁
の
台
間
を
詰
め
る
と
カ
ラ
カ
イ
立
と
五
尺
立
が
並
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
二
七
年
の
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
が
二
番
船
梁
か
ら
床
船
梁
ま
で
の
台
間
を
完

全
に
詰
め
て
、
カ
ラ
カ
イ
立
と
五
尺
立
を
兼
用
す
る
立
一
本
で
す
ま
せ
て
い
る
の
は
、

五　宝暦期以後の弁才船

図 171　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の艫の台間

図 170　佐柳島八幡神社雛形の艫の台間
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五
尺
が
造
り
付
け
で
、
垣
立
が
形
式
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
芸
当
に
他
な

る
ま
い
（
図
124
、
50
頁
）。
鳴
門
桑
島
八
幡
神
社
雛
形
を
み
る
と
、
何
も
こ
こ
ま
で
垣

立
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
と
誰
し
も
思
お
う
が
、
垣
立
は
和
船
に
固
有
な
形
式
と
見
な

さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
く
、
嘉
永
六
年
一
二
月
に
幕
府
に
提
出
し
た
洋
式
軍
艦
の
建
造

案
の
な
か
で
薩
摩
藩
主
島
津
斉
彬
が
白
木
の
垣
立
を
両
舷
に
取
り
つ
け
て
日
本
船
の
標

識
と
し
た
い
と
上
申
し
た
の
も
け
だ
し
当
然
だ
ろ
う
。

　
轆
轤
座
船
梁
よ
り
後
方
の
台
間
を
台
詰
も
し
く
は
台
屋
張
で
ふ
さ
ぐ
と
、
開
口
よ
り

後
ろ
の
矧
付
を
高
く
し
、
艫
の
垣
立
の
内
側
に
取
り
付
け
た
雨
戸
の
下
面
と
面
一
に
な

る
よ
う
に
板
を
張
っ
て
台
間
を
ふ
さ
ぐ
と
と
も
に
、
艫
開
口
内
立
と
称
す
る
立
を
高
く

し
た
矧
付
の
舳
側
に
取
り
付
け
、
艫
の
垣
立
と
の
あ
い
だ
を
板
で
ふ
さ
ぎ
、
艫
矢
倉
内

の
開
口
部
に
油
障
子
と
雨
戸
を
入
れ
る
（
図
174
）。
船
絵
馬
に
描
か
れ
た
船
が
櫓
を
捨

て
た
か
否
か
は
奉
納
年
代
か
ら
推
定
す
る
他
な
い
が
、
文
化
八
年
に
白
山
媛
神
社
（
長

岡
市
寺
泊
大
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
長
福
丸
の
よ
う
に
開
口
に
油
障
子
が
入
っ
て
い
れ
ば
、

櫓
を
捨
て
た
と
断
言
し
て
差
し
支
え
な
い
（
図
175
）。

　
腰
当
船
梁
と
切
船
梁
の
あ
い
だ
を
挟は

さ
みの
間
あ
る
い
は
脇
の
間
と
い
い
、
面
楫
が
船
頭

の
居
室
、取
楫
が
世
事
の
間
つ
ま
り
台
所
で
あ
る（
図
176
）。
寛
政
六
年
の『
船
方
重
宝
記
』

の
腰
当
の
条
に
「
木
之
株
目
ハ
ト
リ
揃
可
遣
、
取
楫
ハ
水
遣
ひ
多
キ
ゆ
へ
」
と
あ
る
の

は
、
台
所
で
水
仕
事
を
す
る
か
ら
で
あ
り
、
歩
桁
の
次
の
条
に
「
ク
サ
リ
ハ
ヤ
キ
ト
コ

ロ
故
、
楠
・
松
ヨ
シ
、
取
楫
ノ
方
ハ
ケ
ム
リ
行
故
不
朽
、
其
心
得
有
ベ
シ
」
と
み
え
る

の
は
、
世
事
の
間
上
の
矢
倉
板
に
煙
抜
き
が
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
開
口
よ
り
後
方
の
矧
付
が
高
く
な
る
と
、
台
所
は
挟
の
間
か
ら
蹴け

あ
げ
ふ
な
ば
り

上
船
梁
の
前
に
移

る
。
挟
の
間
に
台
所
を
作
る
雛
形
は
皆
無
で
あ
り
、
蹴
上
船
梁
前
に
台
所
を
作
る
雛
形

も
鉄
道
博
物
館
雛
形
以
外
に
は
な
い
。
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
や
宮
津
上
司
住

吉
神
社
雛
形
の
よ
う
に
蹴
上
船
梁
上
の
艫
矢
倉
の
矢
倉
板
に
煙
抜
き
を
作
る
雛
形
で
も

珍
し
い
の
に
、
さ
す
が
に
鉄
道
博
物
館
雛
形
は
船
内
を
み
せ
る
雛
形
だ
け
あ
っ
て
、
煙

図 173　台間を詰めた東京国立博物館武蔵丸雛形 図 172　讃岐金刀比羅宮金比羅丸雛形の台間をふさぐ布板
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抜
き
は
も
ち
ろ
ん
、
台
所
ま
で
完
備
し
て
い
る
（
図
177
・
178
）。
普
通
、
世
帯
道
具
を

納
め
る
艫
戸
棚
は
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
比
羅
丸
雛
形
の
よ
う
に
両
舷
の
床
船
梁
上
に
あ

る
が
、
操
櫓
の
必
要
が
な
い
に
せ
よ
、
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
と
鉄
道
博
物
館

雛
形
が
艫
戸
棚
を
矧
付
に
沿
わ
せ
る
の
は
珍
し
い
（
図
177
・
179
）。
な
お
、
台
所
が
移

る
と
、
挟
の
間
の
取
楫
は
表
衆
・
知
工
等
重
役
の
居
室
と
し
て
使
わ
れ
た
。

　
艫
矢
倉
の
み
な
ら
ず
外
艫
の
内
部
も
変
化
す
る
。
外
艫
と
は
戸
立
よ
り
後
ろ
の
船
体

の
こ
と
で
、
上
棚
、
中
棚
、
根
棚
に
そ
れ
ぞ
れ
寄
掛
、
中
棚
外
艫
、
根
棚
外
艫
と
称
す

る
別
材
を
継
ぎ
足
し
て
造
ら
れ
て
い
る
。
棚
板
に
継
ぎ
足
し
た
別
材
の
後
端
に
取
り
つ

け
る
曲
っ
た
板
材
を
知
里
、
寄
掛
を
結
合
す
る
板
材
を
結
と
呼
び
、
知
里
の
上
端
は
結

に
固
定
し
、
下
端
は
蹴
上
船
梁
と
床
船
梁
に
取
り
つ
け
た
刎は

ね
ぎ木
と
称
す
る
材
に
留
め
る
。

　
問
題
は
、
寄
掛
の
あ
い
だ
の
刎
木
よ
り
上
の
変
化
で
あ
る
。
従
来
、
刎
木
と
寄
掛
の

間
に
は
踏
立
を
簀
の
子
状
に
張
っ
て
飲
料
水
を
入
れ
た
水は

ず樽
を
置
き
、
刎
木
の
あ
い

だ
に
便
所
を
設
け
て
い
た
が
、
櫓
を
捨
て
て
以
降
、
居
住
区
と
化
す
。
踏
立
を
一
段
低

五　宝暦期以後の弁才船

図 174　鉄道博物館雛形の油障子

図 175　長福丸の油障子（寺泊白山媛神社蔵）



82

く
張
っ
て
、
左
舷
に
水は

し
り走

を
設
け
、
水
箱は

ず

（
水
櫃
と
も
書
く
）
あ
る
い
は
段だ

ん
は
ず

水
箱
（
段

水
櫃
と
も
書
く
）
を
置
き
、
右
舷
に
も
水
箱
を
置
く
と
と
も
に
、
知
里
の
下
部
に
は

睾き
ん
か
く
し

丸
隠
を
か
け
、
さ
ら
に
転
落
防
止
の
た
め
に
両
舷
の
知
里
の
あ
い
だ
に
尻し

り
だ
な
か
ん
ぬ
き

棚
貫
抜
を

取
り
付
け
る
か
、
真
艫
を
貫
抜
・
差
板
・
油
障
子
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
ふ
さ
ぐ
の
が

そ
れ
で
あ
る
。

　
ま
ず
水
走
と
は
飲
食
の
器
物
の
洗
い
場
の
こ
と
で
、
取
楫
の
船
尾
隅
の
刎
木
と
寄
掛

の
あ
い
だ
に
設
け
る
。
水
走
の
嚆
矢
は
天
保
期
末
年
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
『
造
船
図
』

で
、
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
を
は
じ
め
と
す
る
雛
形
に
散
見
さ
れ
る
（
図

180
）。
水
走
は
も
ち
ろ
ん
、
排
水
管
ま
で
備
え
る
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
・

鉄
道
博
物
館
雛
形
・
東
京
国
立
博
物
館
薩
摩
形
雛
形
・
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
・
大
家
家

両
徳
丸
雛
形
の
よ
う
な
雛
形
は
珍
し
い
（
図
181
）。
挟
の
間
に
台
所
が
あ
っ
た
時
の
水

走
の
位
置
を
確
か
め
る
術
は
な
い
が
、
当
時
は
刎
木
と
寄
掛
の
あ
い
だ
に
踏
立
が
張
ら

れ
て
い
た
の
で
、
設
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
後
代
の
よ
う
に
取
楫
の
船
尾
隅
で
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　
次
に
水
箱
と
段
水
箱
は
貯
水
箱
の
こ
と
で
あ
る
が
、
段
水
箱
は
水
箱
と
違
っ
て
一
部

を
踏
立
の
下
に
入
れ
る
た
め
に
L
字
形
の
断
面
形
状
を
有
す
る
。
左
舷
の
水
走
の
脇
に

設
置
さ
れ
る
水
箱
も
し
く
は
段
水
箱
は
、「
菱
垣
廻
船
歓
晃
丸
図
解
略
説
」
と
『
大
和

形
船
製
造
寸
法
書
』
に
言
及
が
あ
る
も
の
の
、
雛
形
と
し
て
は
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
・

大
家
家
両
徳
丸
雛
形
以
外
に
例
が
な
い
の
に
対
し
て
、
右
舷
の
水
箱
は
嘉
永
五
年
の
西

神
崎
湊
十
二
社
雛
形
に
初
め
て
登
場
し
て
以
後
、
多
く
の
雛
形
に
見
出
せ
る
（
図
182
）。

な
お
、
水
樽
は
水
箱
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
時
代
に
も
使
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
明
治
一
六
年
に
白
山
神
社
（
加
賀
市
瀬
越
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
栄
寶
丸

の
絵
馬
に
明
ら
か
で
あ
る
（
図
183
）。

　
さ
ら
に
睾
丸
隠
は
尻
棚
の
端
で
用
を
足
す
た
め
に
家
屋
の
雪
隠
に
な
ら
っ
て
設
け
ら

れ
た
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
彫
刻
を
施
す
の
が
常
で
あ
る
（
図
184
）。
初
見
は
天
保
期

図 176　脇の間の台所（船の科学館蔵）
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五　宝暦期以後の弁才船

図 177　鉄道博物館雛形の台所と
艫戸棚

図 178　鉄道博物館雛形の煙抜き

図 179　讃岐金刀比羅宮金比羅丸
雛形の艫戸棚
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図 181　鉄道博物館雛形の排水管 図 180　西神崎湊十二社雛形の水走

図 182　大家家両徳丸雛形の左舷の段水箱（右）と右舷の水箱（左）

図 183　栄寶丸の水樽（瀬越白山神社蔵）
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五　宝暦期以後の弁才船

図 184　東京大学明治丸雛形の睾丸隠図 185　広海家廣徳丸雛形の尻棚貫抜

図 186　住徳丸の油障子などでふさがれた真艫
　　　　　　　　 　（円満寺蔵『千石船絵馬額』）
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末
年
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
『
造
船
図
』
で
あ
る
。
睾
丸
隠
は
造
り
付
け
で
は
な
く
、

舵
を
引
き
上
げ
た
と
き
に
は
取
り
外
す
。

　
最
後
に
尻
棚
貫
抜
は
嘉
永
五
年
の
西
神
崎
湊
十
二
社
雛
形
を
嚆
矢
と
す
る
が
、
取
り

外
し
式
の
た
め
失
わ
れ
や
す
く
、
こ
の
雛
形
も
知
里
に
尻
棚
貫
抜
の
受
だ
け
が
残
っ
て

い
る
。
尻
棚
貫
抜
の
現
存
す
る
雛
形
と
し
て
は
広
海
家
廣
徳
丸
雛
形
が
あ
る
（
図
185
）。

尻
棚
貫
抜
の
あ
い
だ
に
油
障
子
を
入
れ
、
上
下
を
ふ
さ
い
だ
真
艫
は
嘉
永
四
年
に
円
満

寺
（
近
江
八
幡
市
多
賀
町
）
に
奉
納
さ
れ
た
住
徳
丸
の
絵
馬
を
も
っ
て
嚆
矢
と
し
、
雛

形
と
し
て
は
東
京
大
学
明
治
丸
雛
形
と
佐
賀
大
堂
神
社
雛
形
が
あ
る
（
図
186
・
187
）。

真
艫
を
ふ
さ
ぐ
部
材
も
造
り
付
け
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
取
り
外
せ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
が
宝
暦
期
以
後
の
上
廻
り
の
変
化
で
あ
る
。
一
八
世
紀
末
以
降
、
弁
才
船
は
腰

当
船
梁
下
面
よ
り
深
く
船
足
を
入
れ
、
胴
の
間
を
張
ら
せ
て
積
石
数
を
増
加
さ
せ
る
と

と
も
に
帆
走
専
用
船
に
脱
皮
し
、
漕
櫓
用
の
乗
組
員
を
不
用
に
し
て
経
済
性
を
高
め
た

が
、
上
廻
り
に
対
す
る
影
響
と
し
て
は
深
い
船
足
が
大
き
く
、
帆
走
専
用
船
化
の
影
響

は
艫
屋
倉
内
部
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

図 187　佐賀大堂神社雛形の油障子などでふさがれた真艫　
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図
面
化
が
必
要
な
雛
形
五
○
艘
余
を
選
ん
で
、
作
業
を
始
め
た
の
が
平
成
一
五
年
、

宝
暦
期
以
前
の
弁
才
船
史
を
ま
と
め
た
『
雛
形
か
ら
み
た
弁
才
船
上
』
の
出
版
が
平
成

一
七
年
、
今
年
、
よ
う
や
く
宝
暦
期
以
後
の
弁
才
船
史
を
ま
と
め
終
え
た
。
こ
の
七

年
間
は
私
の
弁
才
船
研
究
に
と
っ
て
実
に
有
意
義
で
あ
っ
た
。
雛
形
の
計
測
で
は
タ
ー

ゲ
ッ
ト
を
置
い
て
計
測
点
を
示
す
の
が
私
の
役
目
で
、
計
測
点
は
優
に
千
を
越
え
る
。

文
字
通
り
雛
形
を
な
め
る
よ
う
に
み
た
お
か
げ
で
、
多
く
の
新
た
な
事
実
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
な
か
で
も
最
重
要
な
の
が
新
型
の
弁
才
船
で
あ
る
。

　
新
型
の
弁
才
船
の
存
在
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
旧
型
と
は
船
底
部
し
か
異
な
ら

な
い
た
め
、
一
見
す
る
と
旧
型
と
勘
違
い
す
る
か
ら
で
あ
る
。
新
型
の
弁
才
船
に
該
当

す
る
の
は
、
雛
形
で
は
鳴
門
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
と
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
の
鳴

門
桑
島
八
幡
神
社
、
図
面
で
は
明
治
二
七
年
の
小
豆
島
の
岡
上
銀
衛
船
の
板
図
と
同
年

の
三
国
の
「
三
代
魚
谷
佐
吉
所
有
蛭
子
丸
設
計
図
」
で
あ
る
。
お
よ
そ
三
○
年
前
に
瀬

戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
の
徳
山
久
夫
氏
か
ら
小
豆
島
の
板
図
を
み
せ
ら
れ
た
時
、
私

は
中
央
断
面
図
か
ら
『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
の
第
四
○
図
の
方
法
で
舵
を
洋
式
化

し
た
弁
才
船
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
石
井
謙
治
氏
も
同
じ
轍
を
踏
み
、『
海
事
史

研
究
』
第
五
二
号
（
一
九
九
五
年
）
の
口
絵
で
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
を
紹
介
し
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
手
の
模
型
は
珍
し
い
上
に
出
来
は
上
の
部
で
、
明
治
二
十
七
年
の
二
種
の
合

の
子
船
の
図
面
（
香
川
県
小
豆
島
の
約
七
○
○
石
積
の
板
図
お
よ
び
福
井
県
三
国

町
の
約
八
○
○
石
積
の
蛭
子
丸
図
）
と
も
船
尾
・
舵
の
構
造
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

つ
ま
り
上
の
写
真
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
在
来
形
よ
り
も
艫
航
の
立
を
大
き
く
す

る
一
方
、
折
腰
か
ら
龍
骨
上
の
角
材
を
付
加
し
て
床
船
梁
に
取
付
け
た
舵
柱
と
組

合
さ
せ
、
洋
式
舵
を
装
着
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

弁
才
船
の
航
は
胴
航
と
艫
航
よ
り
成
り
、
両
者
の
接
合
部
を
折
腰
と
称
し
、
後
者
の
後

端
を
航
の
厚
さ
だ
け
そ
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
金
刀
比
羅
神
社
雛
形
の
船
底
材
は
航
で

は
な
い
の
で
、
艫
航
も
折
腰
も
存
在
し
な
い
。
石
井
氏
の
舵
の
洋
式
化
の
説
明
は
、
念

頭
に
『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』
の
第
四
○
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
雛
形
と
図
面
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
石
井
氏
も
私
も
旧
型
と
勘
違
い
し
た
た
め
に
、

あ
り
も
し
な
い
も
の
が
み
え
た
の
で
あ
る
。
初
め
て
私
が
誤
り
に
気
づ
い
た
の
は
鳴
門

金
刀
比
羅
神
社
雛
形
の
船
底
部
の
計
測
中
で
、
あ
る
は
ず
の
艫
航
が
な
い
の
を
知
っ
て

愕
然
と
し
た
。
と
同
時
に
明
治
二
三
年
に
「
合
ノ
子
船
」
に
つ
い
て
の
演
説
で
福
地
文

一
郎
が
高
く
評
価
し
た
「
其
構
造
法
ノ
大
ニ
進
歩
シ
タ
ル
モ
ノ
」
の
図
が
脳
裡
を
よ
ぎ

り
、
両
者
の
船
底
部
が
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
わ
か
っ
て
み
れ
ば

な
ん
の
こ
と
は
な
い
が
、
い
っ
た
ん
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
抜
け
出
す
の
は
む
つ

か
し
い
と
つ
く
づ
く
と
思
っ
た
。
新
船
舶
検
査
法
制
定
の
た
め
逓
信
省
管
船
局
が
瀬
戸

内
海
の
日
本
形
船
を
調
査
し
た
明
治
二
○
年
代
後
半
に
は
新
型
の
弁
才
船
が
盛
ん
に
建

造
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
か
調
査
報
告
書
で
あ
る
『
大
和
形
船
製
造
寸
法
書
』

に
は
言
及
が
な
い
。

　
雛
形
の
計
測
中
ば
か
り
で
な
く
、
調
査
結
果
を
と
り
ま
と
め
る
過
程
で
い
ろ
い
ろ
な

問
題
を
再
検
討
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
多
く
の
事
実
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
な
か
で
も

お
わ
り
に

おわりに
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最
大
の
収
穫
は
、
一
五
年
来
の
懸
案
を
解
決
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
文
化
期
（
一
八
○

四
～
一
八
一
七
）
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
「
千
石
積
菱
垣
廻

船
二
拾
分
一
図
」
の
大
工
間
尺
石
数
と
表
題
（「
千
石
積
」）
の
不
一
致
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
五
年
前
の
平
成
六
年
、
な
に
わ
の
海
の
時
空
館
の
主
展
示
物
と
し
て
大
阪
市
は
弁
才

船
の
復
元
を
企
て
、
数
あ
る
弁
才
船
の
中
か
ら
大
坂
と
縁
の
深
い
菱
垣
廻
船
を
復
元
船

に
選
ん
だ
。
委
員
を
委
嘱
さ
れ
た
石
井
氏
が
老
齢
を
理
由
に
辞
退
さ
れ
た
た
め
、
私
が

代
役
を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
舳
艫
を
通
し
た
菱
垣
廻
船
の
図
面
は
国
会
図
書
館
本

以
外
に
は
な
く
、
し
か
も
側
面
図
に
加
え
て
き
わ
め
て
珍
し
い
平
面
図
と
真
艫
図
ま
で

揃
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
大
工
間
尺
石
数
が
表
題
つ
ま
り
実
積
石
数
を
下
回
る

こ
と
で
あ
る
。
一
般
の
廻
船
の
実
積
石
数
は
大
工
間
尺
と
一
致
す
る
。
菱
垣
廻
船
は
船

足
を
規
制
さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
積
石
数
が
大
工
間
尺
を
下
回
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

逆
は
あ
り
え
な
い
。
私
の
最
初
の
仕
事
は
国
会
図
書
館
本
の
信
憑
性
を
評
価
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
の
『
船
方
重
宝
記
』
の
樽
廻
船
も
同
じ
問
題

を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
重
要
な
記
事
を
見
落
と
し
た
た
め
に
、
不
一
致

の
理
由
を
突
き
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
石
井
氏
と
国
会
図
書
館
本
に
よ
る
復
元
の
是
非

を
議
論
し
た
と
こ
ろ
、
石
井
氏
は
、
不
一
致
を
解
消
す
る
よ
う
に
主
要
寸
法
を
変
え
る

と
す
れ
ば
、
航
を
延
ば
せ
ば
よ
い
と
指
摘
し
て
、
修
正
図
を
示
し
た
。
確
か
に
主
要
寸

法
の
内
、
航
を
延
ば
す
の
が
図
面
の
修
正
の
度
合
い
が
も
っ
と
も
小
さ
い
。
国
会
図
書

館
本
は
、
表
題
と
は
矛
盾
す
る
も
の
の
、
木
割
に
問
題
は
な
い
。
表
題
を
と
っ
て
図
面

を
修
正
す
る
か
、
図
面
を
と
っ
て
図
面
に
手
を
つ
け
な
い
か
、
あ
れ
こ
れ
迷
っ
た
末
、

私
は
、
一
度
、
図
面
を
修
正
す
る
と
、
常
に
信
憑
性
の
問
題
が
つ
き
ま
と
い
、
収
拾
が

つ
か
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
表
題
を
捨
て
、
図
面
を
と
る
こ
と
に
決
め
た
。
一
五

年
後
、
本
書
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
再
度
、
こ
の
問
題
を
俎
上
に
載
せ
、
よ
う
や
く
寛
政

六
年
の
樽
廻
船
が
腰
当
船
梁
よ
り
深
く
船
足
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
、
問
題

に
決
着
が
つ
き
、
肩
の
荷
を
下
ろ
す
と
同
時
に
図
面
を
と
っ
て
よ
か
っ
た
と
胸
を
な
で

下
ろ
し
た
。

　
一
八
世
紀
末
に
腰
当
船
梁
よ
り
深
く
船
足
を
入
れ
る
廻
船
が
存
在
し
た
と
い
う
事
実

は
、
雛
形
の
見
方
を
変
え
た
。
船
足
を
深
く
す
る
と
、
乾
舷
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

上
棚
の
矧
付
の
内
、
も
っ
と
も
低
い
の
は
伝
馬
込
で
あ
る
。
そ
こ
で
伝
馬
込
に
注
目
す

る
と
、
果
た
し
て
享
和
二
年
（
一
八
○
二
）
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
民
吉
丸
雛
形
が
伝
馬

込
の
置
台
を
二
重
に
し
て
、
矧
付
を
高
く
し
て
い
る
。
民
吉
丸
雛
形
を
『
海
事
史
研
究
』

第
五
四
号
（
一
九
九
七
年
）
の
口
絵
で
紹
介
し
た
石
井
氏
は
、「
弁
才
船
の
様
式
編
年

上
欠
か
せ
な
い
も
の
の
一
つ
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
艫
屋
倉
の
横
台
の
下
側
に
つ
い

て
い
る
小
さ
な
庇
は
管
見
の
模
型
の
中
で
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
り
、
図
面
で
の
初
出
は

文
化
四
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
の
新
風
だ
っ
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
石
井
氏

が
様
式
上
の
よ
り
重
要
な
変
化
で
あ
る
伝
馬
込
の
二
重
の
置
台
を
見
落
と
し
た
の
は
、

一
八
世
紀
末
以
降
の
深
い
船
足
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

庇
の
初
出
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
讃
岐
金
刀
比
羅
宮
金
刀
比
羅
丸
雛
形
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
最
初
に
木
割
書
な
ど
の
造
船
関
係
史
料
、
図
面
、
雛
形
、
船
絵
馬
を
調

査
・
研
究
し
て
弁
才
船
の
様
式
編
年
を
試
み
た
の
は
石
井
氏
で
あ
る
。
石
井
氏
は
成
果

の
一
端
を
著
作
や
論
文
な
ど
で
示
さ
れ
た
も
の
の
、
残
念
な
こ
と
に
今
日
に
い
た
る
ま

で
全
貌
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。し
か
し
、私
は
学
生
時
代
か
ら
石
井
氏
に
師
事
し
、

議
論
を
積
み
重
ね
て
き
た
の
で
、
石
井
氏
の
様
式
編
年
論
の
お
お
よ
そ
は
承
知
し
て
い

る
。
石
井
氏
の
様
式
編
年
を
受
け
継
ぎ
、
増
補
改
訂
を
加
え
た
本
書
を
上
梓
で
き
る
こ

と
は
私
に
と
っ
て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
本
書
は
石
井
氏
と
私
の
共
同
研
究
の
成
果
と

い
っ
て
よ
い
。

　
雛
形
の
図
面
化
に
あ
た
っ
て
は
、
実
に
多
く
の
方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で

い
ち
い
ち
芳
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
末
筆
な
が
ら
ご
好
意
に
対
し
て
深
甚
な

る
謝
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。




